
倫理審査手順の概略
（１）申請書作成　問い合わせ先：大学学務課庶務係

書類の完成度の点検：様式への適合、必要書類の添付、完成した書類

書類審査用に2部用意する。（受付は随時行う）
（２）書類審査の振り分け、依頼　

A委員1名＋B委員1名（責任者、分担者の所属する教室以外の委員）

審査員は修正の有無を評価用紙に書く。（箇条書き）

（迅速審査の可否も評価する）

審査結果は1週間以内に学務課庶務係へ返す。
（３）審査委員会での審議に回せるかどうかを判断する（A委員＋B委員）

迅速審査へ振り分けられる場合は、委員長＋副委員長が最終判定する。

迅速審査で承認の場合は、A委員＋C委員からなる審査委員会で追認を得る。
（４）予備審査の結果

申請者に修正を依頼する。申請者は修正箇所を明示して返答する。

修正版の再審査を依頼する。（A委員のみで可）

修正が適切であると判断される場合、申請者は最終版のコピーを26部用意する。

（毎月末までに最終版が完成している課題を、次回の審査委員会にかける）
（５）本審査　（A委員＋C委員からなる審査委員会での質疑）

審査委員会は、原則として毎月第2月曜日の17時〜
（６）倫理審査後の対応


以下の判定を学長、病院長へ答申する。

・承　　　認：

・条件付承認：修正箇所の訂正が必要

・変更の勧告：修正後、再度審査を受ける

・不承認：本質的な問題点があり、この計画では承認できない

・承認取消：既に承認した事項を取り消す。研究の中止、中断を勧告
（７）受託研究の場合、契約交渉の手続きを病院庶務課・薬剤部で確認する。
（８）研究実施報告書の提出、事後審査、点検

定期的（年度末）に実施報告書を審査し、研究の適切性を点検する。

重篤な有害事象、不具合が判明した場合は、直ちに委員会で審議する。
